
令和6年（ワ）第4 3 8 8号 損害賠償請求事件

原告 ●●●●ほか

被告 小金井市

原告準備書面（1)

2 0 2 5年3月2 5日

東京地方裁判所立川支部民事第3部 御中

第1 答弁書への認否

原告ら訴訟代理人弁護士 富 永

同弁護土 植 木

同弁護士 佐 藤

同弁護士 神 垣

1 「第1 現市長の対応方針」について

言由 紀匂塵士
l

則
鬱

量囀ナ

真麿雷：足r茎芝／

被告が「小金井市立保育園の在り方検討委員会」を設置していることは認

め、その余は否認ないし争う。

被告は、 「 本件改正条例については早急な改正等の対応が求められている

と考える」などと述べるが、前訴判決が確定した後も本件改正条例を見直し

て募集を再開するための対応を何らとっておらず、その前提となる具体的な
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れることについては認め、 その余は争う。

なお、 「 きょうだい」が同園にいる場合には入所指数が他の保護者と同数

だった際に優先されるにすぎないことは事実であるが、 保育園の入所希望者

の大部分は父母とも正社員 ・ フルタイムで働いており、 その他の条件を加味

しても同数の者が多く存在することから、 同数の場合に優先されることには

大きな意味がある。

（力）第6段落について

被告が本件2園を段階的に募集停止とする方針案をホームページに掲載し

ていたこと、市民説明会を実施したこと、原告●●ならびに原告●●に対して

段階的縮小を検討している旨の通知を行っていたことは認め、その余は否認な

いし争う。

前訴により無効となった本件改正条例に基づく方針をどんなに周知したと

しても、 法律による行政の原則から逸脱した違法な施策であり、 法的に何ら

意味はない。

イ （2)について

争う。

ウ (3)について

（ア） 「ア」について

争う。

（イ） 「イ」について

争う。

(2) 「2」について

争う。

(3) 「3」について
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(1) 「1 国家賠償法上の違法性の不存在」について

ア (1)以前について

違法性の判断基準について、 積極的に争うものではない。

イ （1)について

争う。

ウ (2)について

争う。

エ (3)について

概ね認める。

原告らが保育施設入所申請を行わなかったのは、 「きょうだい」と異なる

本件2園以外の保育園に入園すれば、 登園準備、 送迎、 行事への対応などの

負担が格段に増えることから、 募集のない本件2園以外の2園に入園させる

ことが事実上不可能であったからである。

オ （4)について

原告らの主張整理部分は認否の対象ではない。

前訴判決確定後の議会での経緯は認め、 その余は否認ないし争う。

カ （5)について

否認ないし争う。

(2) 「2 損害の不存在」について

ア (1)について

否認ないし争う。

原告らの抱える不安は、 自身の子どもの成長に大きく関わる保育環境に関

するものであり、 具体的かつ深刻なものである。

イ (2)について

原告●●及び原告●●に「きょうだい」がいないこと、 児福法、 子ども ・
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子育て支援法、 本件規則の規定内容、 乙2 9号証の判示内容については認め、

その余は否認ないし争う。

仮に「きょうだい」で別々の保育園に在園している家庭があるとしても、

両親の勤務条件、 祖父母など監護補助者の存在、 自宅や就労先と2園それぞ

れの保育園の距離、 送迎手段などの事情によって負担は大きく異なるのであ

り、 原告らに対して 一 般化できるものではない。

ウ （3)について

原●●及び原告●●に「きょうだい」が存在しないことは認め、 その余

は否認ないし争う。

エ （4)について

被告が引用する各乙号証の記載内容、 本件2園では運動会や学芸会に代わ

るものとしてプレイデ ー や表現活動が行われていることは認め、 その余は否

認ないし争う。

オ （5)について

争う。

(3) 「3 当該公務員の故意又は過失がないこと」について

ア （1)について

争う。

イ (2)について

甲4号証の記載内容については認め、 その余は争う。

5 「第5 結語」について

争う。

第2 補充主張ないし被告の主張への反論等
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く設定されている。 原告らも、 公立保育園に子どもを通わせる保護者として、

このような場を通して、 直接ないし間接に、 より良い保育環境となるよう積

極的に保育内容等に関わっているのであり、 このことを考慮すれば、 原告ら

に上記適切な環境で保育を受けさせる権利ないし法的利益が認められること

は、 いっそう明らかである。

(I) 侵害行為により適切な保育を受ける権利が侵害されていること

しかし、 ①本件専決処分に令和5年4月度以降の0歳児の新規募集が打ち

切られたこと、 及び②無効な本件条例に基づいて募集事務を継続しているこ

とにより、 原告らの子どもたちは、 異年齢保育を含めた、 年少児と触れ合う

機会を奪われている。

したがって、 原告らは、 異年齢保育・ 交流を含めた子どもたちの関わりの

中での適切な保育を受けさせる法的利益ないし権利が違法に侵害されている。

そして、 これらの法的利益・ 権利を侵害されたことにより、 原告らは訴状

に記載したような精神的苦痛を被っているのであり、 原告らに重大な損害が

生じていることもまた明白である（したがって、 権利侵害が存在しないこと

を前提に損害を否定する被告の主張も失当である）。

ウ 全ての原告らに権利侵害が存在すること

（ア）被告の主張

被告は、 原告●●の子及び原告●●の子は現在4歳児クラスに在籍して
い

ることから、 現在は3歳児と5歳児との異年齢保育の機会があり、 5歳児ク

ラスとなる際は3歳児と4歳児クラスがあるのであるから、 異年齢保育の機

会は保障されていると主張する。

また、 原告●●の子、 原告●●の子、 原告●●の子、 原告●●の子は

現在2歳児クラスに在籍していることから、 3歳児クラスでは4歳児及び5

歳児
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と、 4歳児クラスでは5歳児との異年齢保育の機会が確保されており、 適切

な保育環境は保障されていると主張する。

（イ）反論

まず、 原告●●の子、 原告●●の子、 原告●●の子、 原告●●の子については、 

5歳児クラスとなった際に他の学年の児童が全くいなくなるため、 本来は最

年長クラスとして年下のクラスの児童の子に対して慈しみをもって対応した

り、 年下のクラスの児童の憧れの存在として振舞うことによる自尊心

・ 自己肯定感を育む機会が完全に失われることとなる。

また、 原告らは、 適切な保育環境の際たるものとして異年齢保育を挙げて

いるが、 形式的に 一 定期間の異年齢保育が保障されていたとしても、 本来の

あるべき保育環境であるとはいえない。

すなわち、 上述のとおり、 発達段階に応じて新たな児童との交流により新

しい人間関係を構築する機会が確保されたり、 大人数の集団の中で自身の役

割を実感したりする機会もまた不可欠なのである。 原告●●の子及び原告●

●の子を含め、 今後は2歳児クラス以下の児童の新入生が全くいないことか 

ら、 異年齢保育の有無に関わらず、 乳幼児の児童とのふれあいの機会はもちろ

ん、 上述のような大人数の集団の中での生活や、 新たな児童との関りやの機会

も失われてしまうのである。

したがって、 原告らの子全員について、 適切な保育環境が確保されないこ

とに伴う損害が生じることとなる。

4 国家賠償法上の違法、 及び故意 ・ 過失について

(1)明かな注意義務違反（違法性、 過失）の存在

ア 以上述べた侵害行為及び権利侵害の存在を前提に、 国家賠償法上の違法性、

及び故意・ 過失の存在を端的に整理し、 被告の主張への反論も行う。
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